
　「吉野川市農林業まつり」を今年も開催します。農林業関
係団体と連携した合同イベントで、さまざまな催しが盛りだ
くさんあり、子どもから大人まで楽しめるイベントです。
　たくさんの来場をお待ちしています。

吉野川市農林業まつり吉野川市農林業まつりを開催します！

　令和 9年吉野川市二十歳を祝う会を中心となって企画・運営
する実行委員を募集します。

募集人数　10人程度
募集期間　７月 17日（金）まで
対 象 者　‌�平成 18年４月２日～平成 19年４月１日生まれの

方で、二十歳を祝う会実行委員会（お盆・年末など、
２～３回程度開催予定）に出席できる方

●問い合わせ　吉野川市農林業まつり実行委員会
　　　　　　農林業振興課内　☎22-2228　℻22-2237

●問い合わせ　生涯学習課　☎22-2271　℻22-2270
　　　　　　Eメール s-gakushuu@yoshinogawa.i-tokushima.jp

令和９年二十歳を祝う会実行委員会の委員募集令和９年二十歳を祝う会実行委員会の委員募集

と　き　６月21日（日）　午前９時～正午まで　※雨天決行（一部中止あり）
ところ　吉野川市役所イベント広場・駐車場など

催　し　◦普段見ることがない大型高性能林業機械などの展示

　　　　◦農林業のさまざまな体験コーナー
　　　　　スイートコーン収穫体験、木工ワークショップ、丸太切り、
　　　　　VR伐採体験など予定

　　　　◦ブースでの販売やステージイベント　など

市ホームページ
二次元コード

※体験コーナーの一部は事前申し込みが必要となっています。
　詳細は、市ホームページをご覧ください。

　マイナンバーカードの申請がお済みで、交付通知書が届いた方の受け取りに必要な手続き
を、次の日程で行います。この休日の手続きの際は、下記の必要書類を本人が持参し、でき
あがったマイナンバーカードとの顔確認をして、翌開庁日に簡易書留で送付する手続きを行
います。（※その場でマイナンバーカードはお渡しできません）

と　き　５月 24日（日）・７月 12日（日）　午前９時～正午まで
ところ　市役所本館１階　※入り口は本館東側通用口から

【マイナンバーカードの受取手続きに必要なもの】★
1 マイナンバーカード交付通知書（はがきサイズの白い通知書）裏に、住所および氏名を記入してください。
2 本人確認書類
　　１点で可：運転免許証・パスポートなど
　　２点必要：資格確認書・介護保険証・年金手帳・学生証・医療受給者証など
3 暗証番号記入用紙（４つの暗証番号を記入してください）
4 通知カード（あれば持参してください）
5 マイナンバーカード（更新の方は、お持ちのマイナンバーカードを持参してください）

マイナンバーカードの申請手続きも行っています。手続きに必要なものは、受取手続きに必要なもの★と同じです。

●問い合わせ　市民生活課　☎22-2210　℻22-2245

マイナンバーカード休日特設窓口

　国土交通省水管理・国土保全局と気象庁は、５月下旬（予定）から新たな防災気象情報の運用を開始します。

◦警報・注意報の情報名に「レベル」が付記されます
◦河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります（特別警報の新設など）
◦「警戒レベル４相当」の情報は「危険警報」として発表されます

気象の警報などが大きく変
・

わ
・

り
・

ます

●問い合わせ　危機管理課　☎22-2235　℻22-2248

気象庁ホームページ
二次元コード

詳しくは
気象庁ホームページをご覧ください

吉野川の氾濫 低地の浸水や
吉野川以外の氾濫

急傾斜地の
がけ崩れや土石流

海水面の上昇や
波の打ち上げによる浸水

変更点
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